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１章 基準適合性 





1.基本方針

1.1 要求事項の整理 

通信連絡設備等について，事業許可基準規則第 19 条と再処理施設安全審

査指針 18 の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，

事業許可基準規則第 19 条において追加された又は明確化された要求事項を

整理する。（第１表） 
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絡
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ザ
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装
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声
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備
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「

通
信

連

絡
設
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は

、
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に

応
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、
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れ
ぞ
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異

な

る
手

段
に

よ
る

通
信

連
絡

が
で

き
る
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の

で
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こ
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（
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1
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．

制
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は
、
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故
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に
も
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接

近
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又
は
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り
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作
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能
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に

、
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燃
設

計
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換

気
設

計
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遮

蔽
設

計
等

が
な

さ
れ
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と
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も

に
、
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報
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統

を
含
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信
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。
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追
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受
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等
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1.2 要求事項に対する適合性 

通信連絡設備等の設計に係る基本方針を以下のとおりとする。 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備から

構成する。また，安全避難通路及び避難用の照明設備を設ける。 

廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合において，

廃棄物管理施設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡

をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うことができ

る設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様性

を備えた所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合において，

廃棄物管理施設外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

の発生等に係る通信連絡を音声により行うことができる所外通信連絡設備を

設ける設計とする。 

所外通信連絡設備については，有線回線又は衛星回線による通信方式の多

様性を備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時

使用可能な設計とする。 

廃棄物管理施設には，事業所内の人の退避のための設備として予備電源か

ら供給されること，又は電源を内蔵した避難用の照明及び単純，明確かつ永

続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計とする。 
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1.3 規則への適合性 

「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業

許可基準規則」という。）第十九条では，通信連絡設備等について，以下の

要求がされている。 

（通信連絡設備等） 

第十九条 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合に

おいて事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び

通信連絡設備を設けなければならない。 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において

事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、

通信連絡設備を設けなければならない。 

３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けな

ければならない。 

上記をうけ，日本原燃㈱ 廃棄物管理施設における通信連絡設備等について，

以下のとおり事業許可基準規則及びその解釈に適合させる設計とする。

＜適合のための設計方針＞ 

第１項について 

 廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合にお

いて，廃棄物管理施設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の

指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声に

より行うことができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回

線による通信方式の多様性を備えた所内通信連絡設備を設ける設計と
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する。 

第２項について 

 廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合にお

いて，廃棄物管理施設外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必

要箇所へ事故の発生等に係る通信連絡を音声により行うことができる

設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

 所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性

を備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常

時使用できる設計とする。 

第３項について 

廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設内の人の退避のための設備とし

て単純，明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計とする。 

廃棄物管理施設には，避難用の照明設備として誘導灯及び非常灯を設

ける設計とし，誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪失した場合にお

いてもその機能を損なわないように電源として蓄電池を内蔵した設計とす

る。 
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1.4 設備等 

7.5 その他設備 

7.5.4.1 概  要 

  安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設内

の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡ができるよう，

警報装置及び通信方式の多様性を備えた通信連絡設備を設置する。 

  廃棄物管理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる

よう，通信方式の多様性を備えた構成の回線に接続する。 

  通信連絡設備の一部は，再処理施設と共用する。 

通信連絡設備の一部の供給電源は，再処理施設の電気設備を共用する。 

  また，安全避難通路及び避難用の照明設備を設ける。  
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7.5.4.2 設計方針 

(１) 安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施

設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うことができ

る設備として，警報装置及び所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

(２) 所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線により連絡できる機器

を備え，通信方式の多様性を備えた設計とする。 

(３) 安全設計上想定される事故が発生した場合において，制御室から廃

棄物管理施設外の必要箇所へ事故の発生等に係る通信連絡を音声によ

り行うことができる設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

(４) 所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様

性を備えた構成の回線に接続することで，輻輳等による制限を受ける

ことのない設計とする。 

(５) 通信連絡設備のうち再処理施設と共用する所内通信連絡設備は，同

一の端末を使用する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，

共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(６) 廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設内の人の退避のための設備と

して，人の立ち入る区域から出口までの通路，階段及び踊り場を安全

避難通路として設定し，単純，明確かつ永続的な標識を設ける設計と

する。 

また，避難用の照明設備として誘導灯及び非常灯を設ける設計とし，

誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪失した場合においてもその

機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。 
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7.5.4.3 主要設備の仕様 

 通信連絡設備の主要設備の仕様を第２表に示す。また，避難用の照明設

備の仕様を第３表に示す。 
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第２表 通信連絡設備の主要設備の仕様

(１) 所内通信連絡設備

ａ．ページング装置（再処理施設と共用） 

通信回線 有線方式 

基  数 １ 式 

ｂ．所内携帯電話（再処理施設と共用） 

通信回線 無線方式 

基  数 １ 式 

(２) 所外通信連絡設備

ａ．一般加入電話 

通信回線 有線方式 

基  数 １ 式 

ｂ．衛星携帯電話 

通信回線 衛星方式 

基  数 １ 式 
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第３表 避難用の照明設備の仕様

【補足説明資料 1-1】 

項 目 誘 導 灯 非 常 灯 

電源電圧 交流 105Ⅴ 交流 105Ⅴ 

停電時 

供給電源 

蓄電池 

（内蔵） 

蓄電池 

（内蔵） 

用 途 
避難用 

（消防法） 

避難用 

（建築基準法） 

1-13



7.5.4.4 主要設備 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備

安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設

内の従事者等に必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴

動等により行うことができる装置及び音声により行うことができる設

備として，ページング装置及び所内携帯電話を設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様

性を備えた構成の回線に接続する設計とする。

ページング装置及び所内携帯電話は，再処理施設と共用する。 

(２) 所外通信連絡設備

安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設

外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等

に係る連絡を音声により行うことができる設備として，一般加入電話

及び衛星携帯電話を設置する。 

所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性

を備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常

時使用できる設計とする。 

所外通信連絡設備は，定期的に点検を行うことにより，回線の状態を

監視し，常時使用できることを確認する。 

(３) 避難用の照明設備

ａ．誘導灯 

消防法で規定される避難口及び避難通路には，避難用の照明として，

単純，明確かつ永続的な標識を備えた誘導灯を設ける設計とする。誘

導灯は，460Ｖ運転予備用母線から変圧器を通して105Ｖで受電し，外

部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように
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蓄電池を内蔵した設計とする。 

ｂ．非常灯 

建築基準法で規定される居室，居室から地上へ至る通路，階段及び踊

り場には，避難用の照明として，非常灯を設ける設計とする。非常灯

は，460Ｖ運転予備用母線から変圧器を通して105Ｖで受電し，外部か

らの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電

池を内蔵した設計とする。 
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7.5.4.5 試験検査 

 警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，その健全性及び

能力を確認するため，運転中又は停止中に，機能，性能の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 
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7.5.4.6 手順等 

通信連絡設備については，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理

を行う。

（１）通信連絡設備の操作については，あらかじめ手順を整備し，的

確に実施する。

（２）所外通信連絡設備については，通信が正常に行われていること

を確認するため，定期的に点検を行うとともに，異常時の対応に関

する手順を整備する。

（３）社内外の関係先へ，的確，かつ，迅速に通報連絡ができるよう，

原子力防災訓練等を定期的に実施する。 

【補足説明資料 2-5】 
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1.5 気象等 

該当なし 

1-18



2.通信連絡設備

2.1 通信連絡設備の概要 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備

から構成する。通信連絡設備の概要を第１図に示す。 

（１） 警報装置

事故等が発生した場合に，廃棄物管理施設内の従事者等に退避

の指示を行う。

（２） 所内通信連絡設備

制御室から，廃棄物管理施設内の従事者等に必要な操作，作業

又は退避の指示等の連絡を行う。

（３） 所外通信連絡設備

廃棄物管理施設外の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声

により行う。
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2.2 警報装置及び所内通信連絡設備 

安全設計上想定される事故が発生した場合において，制御室から廃棄

物管理施設内の従事者等に必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡

をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うこと

ができる設備として，ページング装置及び所内携帯電話を設置し，有

線回線又は無線回線による通信方式の多様性を備えた構成の回線に接

続する。ページング装置は，廃棄物管理施設内の従事者等への退避指

示連絡を行うために必要な警報装置としての機能を備える。通信連絡

設備（廃棄物管理施設内）の概要を，第２図に示す。通信連絡設備

（廃棄物管理施設内）の通信方式の多様性を第４表に示す。 

【補足説明資料2-1，2-2，2-3】 

所内通信連絡設備のうちページング装置は，廃棄物管理施設内の従事

者等に必要な操作，作業又は退避の指示等ができるよう，適切な数の

スピーカを設置する。

【補足説明資料2-4】 

所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，再処理施設

と共用する。 

警報装置及び所内通信連絡設備については，定期的な機能・性能の

確認及び外観の確認により適切な保守管理を行い，常時使用できるこ

とを確認する。 
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第４表 通信連絡設備（廃棄物管理施設内）の通信方式の多様性 

主要設備 機能
通信回線

種別
通信連絡の場所※１

所内通信

連絡設備

ページング装置 電話 有線回線 ・ガラス固化体受入れ建屋－廃棄物管理施設内

所内携帯電話 電話 無線回線

・ガラス固化体受入れ建屋－現場（屋内）

・ガラス固化体受入れ建屋－現場（屋外）

・現場（屋内外）－現場（屋内外）

※１：現場（屋内）：ガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟等
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2.3 所外通信連絡設備 

（１）所外必要箇所の選定

廃棄物管理施設外の通信連絡をする必要がある場所として，国，地方

公共団体，その他関係機関等を選定する。 

（２）所外通信連絡設備

安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施

設外の必要箇所と事故の発生等に係る連絡を音声により行うため，一

般加入電話及び衛星携帯電話を設置し，有線回線又は衛星回線による

通信方式の多様性を備えた構成の回線に接続する。制御室に設置する

一般加入電話は，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる

よう，災害時優先回線を用いる。所外通信連絡設備（廃棄物管理施設

外）の概要を第３図及び第４図に示す。 

【補足説明資料2-1,2-2,2-3】 

ａ．一般加入電話 

通信事業者が提供する通信回線（有線回線）に接続している加入

電話 

ｂ．衛星携帯電話 

通信事業者が提供する通信回線（衛星回線）に接続している携帯

電話 

所外通信連絡設備については，定期的な機能・性能及び外観検査に

より適切な保守管理を行い，常時使用できることを確認する。
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2.4 多様性を備えた通信回線 

 所外通信連絡設備については，有線回線又は衛星回線による通信方式の

多様性を備えた構成の回線に接続し，災害時優先回線を用いた一般加入電

話又は衛星回線を用いた衛星携帯電話を使用することにより，輻輳等によ

る制限を受けることなく常時使用できる設計とする。多様性を備えた通信

回線を第５表に記載するとともに，多様性を備えた通信回線の概要を第５

図に示す。 

第５表 多様性を備えた通信回線 

通信回線種別 主要設備 機能 専用
通信の

制限※１

通信事業者回線

一般加入電話 電話 － ○

衛星携帯電話 電話 － ○

※１：通信の制限とは，輻輳のほか，災害発生時の通信事業者による通信規制を想定

【凡例】・専用 ○：専用回線（帯域専有を含む） －：非専用回線 

・通信の制限 ◎：制限なし ○：制限のおそれが少ない ×：制限のおそれがある

【補足説明資料 2-6】
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令和２年７月３日 R4 

補足説明資料 1-1（１９条） 





補 1-1-1 

 

・廃棄物管理施設の安全避難通路には，その位置を単純，明確かつ永続的に表示することにより

容易に識別できる避難用の照明として，以下に準拠した蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を設

置する。

非常灯：建築基準法施行令第 126 条の四，五及び昭和 45年建設省告示第 1830 号 

誘導灯：消防法施行令第 26条及び消防法施工規則第 28条の三 

非常灯の蓄電池は，昭和 45 年建設省告示第 1830号に準拠し 30分以上，誘導灯については消

防法施行規則第 28条の三に準拠し 20分以上点灯できる容量を有するものとする。 

・非常灯については，建築基準法施行令第百二十六条の五にて定める床面において 1 ルクス以

上の照度を確保できる設計とする。

避難用の照明設備配置図については，第１－１－１図にて記載する。 

項目 

避難用 

誘 導 灯 非 常 灯 

イメージ

（標識） 

停電時の

給電 

内蔵蓄電池 
＋ 

予備電源用 
ディーゼル発電機 

内蔵蓄電池 
＋ 

予備電源用 
ディーゼル発電機 

蓄電池に
よる 

点灯継続
時間 

20 分以上 30分以上 

設置場所 廃棄物管理施設内 廃棄物管理施設内 

用途 消防法に基づき設置
（避難誘導用） 

建築基準法に基づき 
設置（避難用） 

補足説明資料 1-1 照明の種類，給電元及び設置場所 

第１－１－１表 照明の種類，給電元及び設置場所 
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